
�金沢市告示第168号

住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号) 第８条及び住民基本台帳法施行令 (昭和42年政令292号) 第８条の規定に

より､ 次の者の住民票を職権で消除したので､ 当該住民票の記録に基づき交付した住民票の写し及び国民健康保険被

保険者証は無効であることを告示します｡

平成17年５月２日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第169号

住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号) 第８条及び住民基本台帳法施行令 (昭和42年政令292号) 第12条第３項の

規定により､ 次の者の住民票を職権で修正したので､ 当該住民票の記録に基づき交付した住民票の写し､ 印鑑登録証

明書及び国民健康保険被保険者証は無効であることを告示します｡

平成17年５月２日

金沢市長 山 出 保
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◎ 目 次 ページ

●告 示

○住民票の写し等の無効について (２件)

(市 民 課) 1

○住民票の職権消除について ( 〃 ) 2

告 示

住 所 氏 名 生年月日 無効である証明書等

金沢市京町10番25号 小 坂 勇 司 昭和51年11月17日 平成16年12月27日に交付した住民票の

写し１通

平成16年12月22日に交付した記号番号

381－7350の国民健康保険被保険者証

金沢市七ツ屋町ニ44番地６ 小 坂 勇 司 昭和51年11月17日 平成17年３月28日に交付した住民票の

写し１通

平成17年２月７日に交付した記号番号

385－2547の国民健康保険被保険者証

住 所 氏 名 生年月日 無効である証明書等

金沢市京町10番25号 小 坂 伸 一 昭和40年10月７日 平成16年11月24日に交付した住民票の

写し１通

平成17年１月25日に交付した住民票の

写し１通

平成17年２月22日に交付した住民票の

写し１通

平成17年4月26日に交付した住民票の

写し１通

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

第２４８１号の２
平成17年 (2005年) ５月２日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第170号

住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号) 第８条及び住民基本台帳法施行令 (昭和42年政令第292号) 第12条第１項

の規定により､ 次の者の住民票を平成17年５月２日に職権で消除しましたが､ 本人に通知することが困難なため､ 同

条第４項の規定により告示します｡

平成17年５月２日

金沢市長 山 出 保

平成17年(2005年)５月２日 第 2481 号の２ 金 沢 市 公 報

― 2―

平成17年１月11日に交付した印鑑登録

証明書３通

平成16年11月22日に交付した記号番号

381－7350の国民健康保険被保険者証

金沢市宝町１番６号 神 田 勇 司 昭和51年11月17日 平成16年12月６日に交付した住民票の

写し１通

平成16年12月７日に交付した記号番号

343－3404の国民健康保険被保険者証

住 所 氏 名 性別 生年月日

金沢市宝町１番16号 小 坂 伸 一 男 昭和40年10月７日

平成17年(2005年)５月２日 印刷 発行人 金 沢 市
平成17年(2005年)５月２日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

印刷者 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 前 川 稔
定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄


